
川崎市幸区選挙管理委員会告示第２１号 

 

 令和７年１０月２６日執行の川崎市長選挙における、川崎市ポスター掲示場の設

置に関する条例（昭和５７年川崎市条例第５４号）第１条の規定によるポスター掲

示場を設置した場所は、次のとおりです。 

 

令和７年１０月１１日 

 

川崎市幸区選挙管理委員会       

委員長  乙 訓 豊 詞       

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















